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【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｂ  19/34     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｂ   19/34     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月23日(2020.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　層分離挿入物４２、４４、４６が、各ガラス物品層の間に設けられている。層分離挿入
物４２、４６は端部層分離挿入物であり、層分離挿入物４４は、中央層分離挿入物であり
うる。端部層分離挿入物４２、４６は、反対を向いた端部２６、２８の近くに配置され、
中央層分離挿入物４４は、それらの間に配置されうる。図面から分かるように、層分離挿
入物４２、４４、４６は、ガラス物品層４０の長さＬより短くてもよく、更に、長さＬに
沿って、互いに分離されて、隣接したガラス物品層４０の間に間隙４８を提供しうる。そ
のような配置は、ガラス物品層４０を互いから分離しつつ、より長い層分離挿入物と比べ
て、層分離挿入物４２、４４、４６を形成するのに用いる材料を削減しうる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス物品の束の形成方法において、
　個々のガラス物品を、搬送システムを用いて、挿入物組立て部に移送する工程と、
　前記ガラス物品を、前記搬送システムを用いて、層分離挿入物の物品受付スロット内に
個々に配置し、前記層分離挿入物の各スロットが、１つのガラス物品を受け付けて、互い
に横に並んだガラス物品からなるガラス物品層を形成するものである工程と、
　前記層分離挿入物を含む多数の前記ガラス物品層を、前記搬送システムを用いて積み重
ねて、束を形成し、該層分離挿入物は、各前記ガラス物品層の隣接したガラス物品の間に
障壁部を提供するものである工程と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記搬送システムは、前記多数のガラス物品層を積み重ねるロボットリフトアセンブリ
を含むものである、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記ガラス物品は、ガラス管の形態である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ガラス管を、前記搬送システムを用いて、多数の層分離挿入物に個々に配置し、互
いに横に並んだガラス管のガラス物品層を形成する工程を、
更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記束を、プラスチック薄膜で包む工程を、
更に含む、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記束を、出荷容器内に形成する工程を、
更に含む、請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記層分離挿入物は、隣接したスロットを分離する側壁部を含むものである、請求項１
から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　多数の前記束を積み重ねて、パレットに載置された包装物を形成する工程を、
更に含む、請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記多数の束を、プラスチック薄膜で包む工程を、
更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記多数の束を、出荷容器内に形成する工程を、
更に含む、請求項８または９に記載の方法。
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